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公益社団法人 国際厚生事業団 
Japan International Corporation of Welfare Services ( JICWELS )

当事業団は、開発途上国の人材育成を目
的とした研修事業や保健医療・福祉分野
における技術協力をおこなっています。

また、経済連携協定（EPA）に基づく、
インドネシア、フィリピン、ベトナムか
らの看護師・介護福祉士候補者等の受入
れおよび支援事業をすすめています。

介護分野における特定技能協議会事務局
として、受入機関の協議会入会申請およ
び変更内容申請の確認を行い、厚生労働
省の確認を経た上で、入会証明書を発行

しています。

また、説明動画・メールマガジン配信な
どを通じて情報提供を行っています。
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外国人介護人材受入・定着支援等事業
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１．４つの制度の比較

２．外国人介護人材受入れにあたっての留意点

３．参考情報

目次
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１．４つの制度の比較
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外国人介護職員を雇用できる制度

① EPA
 二国間の経済連携協定（EPA）に基づく外国人介護福祉士候補者および介護福祉士
 国家試験合格者の雇用

② 在留資格「介護」
 日本の介護福祉士養成校を卒業／介護福祉士資格を取得した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用

③ 技能実習「介護」
 技能実習制度を活用した外国人（技能実習生）の雇用

④ 特定技能１号（介護）
 在留資格「特定技能１号」を持つ外国人の雇用

【注意】

技能実習「介護」は、令和６年２月９日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、
有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応が決定され、技能実習制度を見直し、育成就労制度へ移行することとなりました。



7

制度の目的 受入れ人数 在留資格 在留期間

EPA
二国間の経済連携の強化
介護福祉士国家資格の取得

3,252名
(うち資格取得者452名)
（2025年3月1日時点）

「特定活動」

国家資格取得前
原則4年
一定の条件を満たせば5年
国家資格取得後
制限なしで更新可能

技能実習
「介護」

相手国への技術移転
20,065名

（2024年6月末時点）

入国1年目
「技能実習１号」
入国2・3年目
「技能実習2号」
入国4・5年目
「技能実習3号」

技能実習1号：最長1年
技能実習2号最長2年
技能実習3号最長2年  合計最長5年
（優良な監理団体及び実習実施者の場合）

※移行時に介護実習評価試験の合格する必要あり。
※2号の修了後、技能実習3号を開始するまでの間又は技能実習3号
開始後１年以内に、必ず１か月以上の一時帰国が必要。

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

3年間の就労を通じて特定
技能1号水準の技能を有す
る人材育成と人材確保

【受入見込数】

33,800名
（2027度から2年間）

「育成就労」
原則３年
（主務省令で定める相当の理由（試験不合格）がある場合は、最大
で１年の延長可）

特定技能1号
「介護」

人手不足のための一定の
専門性・技能を有する
外国人の受入れ

58,992名
（2025年８月末時点）
【受入見込数】
2024年度から5年間
126,900名

「特定技能1号」

通算5年
※やむを得ない事情により再入国することができなかった期
間、産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休
業期間については、通算5年満了前に申請することで通算在
留期間には含まれません。

在留資格
「介護」

専門的・技術的分野への
外国人労働者の受入れ

13,949名
（2025年６月末時点）

「介護」 制限なしで更新可能
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受入調整機関・支援機関（日本側） 研修計画等の要否

EPA

あり：受入調整機関（国際厚生事業団）
※主な役割
・受入れ施設の要件確認
・外国人と受入れ施設とのマッチング

必須：「介護研修計画」を作成し、求人登録申請時に国際厚生事
業団に提出
※介護研修計画の主な内容
・国家試験の科目の習得に配慮した研修方法・時間、日本語の継続的な学習、職場
への適応促進、日本の生活習慣習得の機会提供、等

技能実習
「介護」

【団体監理型】あり（組合（監理団体））
【企業単独型】なし
（実習生の技能等を修得する活動の監理を行う非営利団体。

主務大臣による許可制）
※主な役割
・外国人と受入れ施設とのマッチング
・入国後の講習の実施 等

必須：監理団体の指導に基づき、「技能実習計画」を作成、外国
人技能実習機構の認定を受ける

※技能実習計画の主な内容
・介護項目毎の実習時期・時間、実習生の処遇、等

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

あり【監理支援機関】
主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関（育成就労実施
者）に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を実施。
監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件を見直すこととなる。
※監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新た
に監理支援機関の許可を受ける必要

【企業単独型】⇒『単独型』or『監理型』or『企業内勤2号』
※介護分野における育成就労協議会が調った措置を講じる。

必須：育成就労外国人ごとに作成をする「育成就労計画書」を外
国人育成就労機構の認定を受ける
※育成就労計画書の主な内容
・育成就労の目標（業務、技術、日本語能力等）
・育成就労期間の通算3年となる計画を作成する。（技能実習の区分は廃止）

専門技能や日本語能力等の修得を内容とする介護分野における「育成・キャリア形
成プログラム」を策定する。 

特定技能1号
「介護」

なし/あり
受入機関が自ら受入調整及び支援実施が可能。
但、業務委託契約により出入国在留管理庁に登録されている「登録支援機関」の利
用も可。
※介護分野における特定技能協議会への入会が必要

必須：1号特定技能外国人支援計画を作成、出入国管理庁に届出
※1号特定技能外国人支援計画の主な内容
・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、
相談・苦情対応、等

在留資格
「介護」

なし
（自主的に採用等活動）

なし
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送出し国 送出機関（相手国側）

EPA 制限あり
3か国（インドネシア、フィリピン、ベトナム）

あり：送出調整機関（外国政府機関）
・インドネシア：KP2MI
・フィリピン ：DMW(旧POEA)
・ベトナム ：DOLAB
※主な役割
・候補者の募集・選考、受入調整機関への通知等

技能実習
「介護」

制限なし
※日本と送出し国が技能実習を適切に行うために16ヶ国と二国間協力覚書を締結
（2024年10月時点）
ベトナム・カンボジア・インド・フィリピン・ラオス・モンゴル・バングラディ

シュ・スリランカ・ミャンマー・ブータン・ウズベキスタン・パキスタン・タイ・
インドネシア・ネパール・東ティモール

あり：送出機関
（外国政府の推薦又は認定を受けた機関）
※主な役割
・実習生の募集、選考
・事前講習の実施、等

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

制限あり
二国間取決め（ＭＯＣ）を新たに作成し、悪質な送出機関排除に向けた取組を強化
するとともに、原則として、ＭＯＣ作成国からのみ受入れ。

あり：送出機関
（原則として、ＭＯＣ作成国であり、該当国で認定を受けている送出機関）
・送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など送出しの適正
を確保する。

特定技能1号
「介護」

制限なし
但し、イラン・イスラム共和国、トルコ は、原則受れ入れが禁止

なし/あり（出身国による）
※日本側は送出機関の利用を規定していませんが、出身国側が送出機関の利用を定
めている場合、利用する必要あり。
※日本と送出し国が特定技能を適切に行うために17ヶ国と二国間協力覚書を締結
（2024年8月時点）
フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・イン

ドネシア・ベトナム・バングラディシュ・ウズベキスタン・パキスタン・タイ・イ
ンド・マレーシア・ラオス・キルギス・タジキスタン

在留資格
「介護」

制限なし
（自主的に採用等活動）

制限なし
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各国における手続き

EPA

あり：送出調整機関（外国政府機関）
・インドネシア：KP2MI
・フィリピンDMW(旧POEA)
・ベトナム：DOLAB
※主な役割
・候補者の募集・選考、受入調整機関への通知等

技能実習
「介護」

あり：送出機関
（外国政府の推薦又は認定を受けた機関）
※団体監理型（監理団体を通じた受入れ）は、監理団体が送出機関と行っているケースが多い。

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

ある可能性大

特定技能1号
「介護」

なし/あり（出身国による）
※受入れ時における在留諸申請時等、送出機関との締結等が要する場合があるため、受入れ国駐日大使館等で確認が必要。
【在留諸申請の際に独自の提出書類のある国】
カンボジア、タイ、ベトナム
【相手国において一定の送出手続が定められている国】
フィリピン、ネパール、インドネシア、ミャンマー、モンゴル、バングラデシュ、パキスタン (2023年12月末時点)

在留資格
「介護」

なし/あり（出身国による）
※日本側は送出機関の利用を規定していませんが、出身国側が送出機関の利用を定めている場合、利用する必要あり。
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求められる日本語能力

EPA

インドネシア
現地で6か月研修後、
日本語能力試験N4程度以上で入国、入国後6か月の
研修後、介護事業所で就労

フィリピン
現地で６か月研修後、
N4程度以上(調整中)で入国、入国後6か月の研修後、
介護事業所で就労

ベトナム
N3以上の合格で入国、入国後2.5か月の研修後、介護
事業所で就労

技能実習
「介護」

・入国時：N3程度が望ましい水準、N4程度が要件
・入国から1年目（2号移行時）：N3程度が要件
※2号移行時にN3程度に満たない場合は、当面、雇用されている事業所で介護の技能の習熟のために必要な日本語を学ぶことなどを条件に、引き続き3年目まで在留可能。
※N3、4と同等以上を認められる試験：J.TEST実用日本語検定、日本語NAT-TEST

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

【就労開始前】
「日本語教育の参照枠」のA2.2相当（国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で200点以上、または日本語能力試験(JLPT)」のN4相当）以上の水準。
※入国後講習受講（介護分野の日本語要件はA2.2相当以上であることから、入国前後で220時間以上の講習）認定日本語教育機関等において受講

【就労開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準】
「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの及び「日本語学習プランの作成」
※但し、「日本語教育の参照枠」のB1相当（日本語能力試験(JLPT)」のN4相当）以上の水準と認められるものに合格している場合は作成不要。

【育成就労を終了するまでに求められる水準】
「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの及び「介護日本語評価試験」

特定技能1号
「介護」

①ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度

日本語能力試験(JLPT)N4以上又は日本語基礎テストに合格。（他分野の技能実習2号修了者等は免除。）

②介護の現場で働く上で必要な日本語能力
介護日本語評価試験に合格。（介護職種の技能実習2号を良好に修了した者は免除）

在留資格
「介護」

なし
【介護福祉士養成施設入学の主な条件】
※入学選抜に関し、日本介護福祉士養成施設協会が定める「外国人留学生受入れに関するガイドライン」があるが、要件に満たない外国人を受け入れる養成施設もある。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格者
・法務大臣告示の日本語教育機関で6か月以上教育を受け、入学選抜の日本語試験で日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の者
・日本留学試験の日本語科目で200点以上の取得者 ・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の取得者
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求められる介護の知識・経験

EPA

インドネシア
「高等教育機関（3年以上）卒業+インドネシア政府によ
る介護士認定またはインドネシアの看護学校（3年以上）
卒業

フィリピン
①フィリピンの看護大学卒業者 または ②フィリ
ピン国内の高等教育機関（4年間）から学位号を取得
し、かつフィリピン政府により介護士として認定さ
れた者

ベトナム
3年制又は4年制の看護課程修了

技能実習
「介護」

入国前：同等業務従事経験が必要
・外国にて高齢者・障害者の施設や居宅等で、当該者の日常生活
の世話、療養上の世話、機能訓練等の業務に従事した経験者

・外国の看護課程修了者、又は看護師有資格者
・政府による介護士認定者
・教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了してい

る場合（修了見込みの場合も含む。）など。

入国後
1号修了時 (入国1年目)
初級試験：指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践で
きるレベル。
2号修了時 (入国3年目)
専門級試験：自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身
の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル。
3号修了時(入国5年目)
上級試験：自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の
状況に応じた介護を実践できるレベル。

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

【就労開始前（前職要件・復職要件は廃止）】
【就労開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準】
『介護育成就労評価試験（初級）』に合格

【育成就労を終了するまでに求められる水準】
『介護育成就労評価試験（専門級）』に合格

特定技能1号
「介護」

介護技能評価試験に合格した者。
自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル。

在留資格
「介護」

介護福祉士国家資格取得
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国家試験の受験要否 施設ごとの受入れ人数枠 受入れ事業所の体制

EPA 必須

受入れ施設の1年間（1回）の受入れ人数は各
国2～5名まで。
※条件付きで1名のみの受入れ希望も可能。

・研修責任者（１名以上）
・研修支援者（１名以上）
※受入れ担当/定期・随時報告担当/学習支援担当/巡回
訪問担当と連絡先を設定 ※兼任可

技能実習
「介護」

任意
※介護福祉士の国家資格を取得すれば、
在留資格「介護」に変更可能

常勤職員の総数などに応じた人数枠あり
※例：常勤職員50名
・一般の実習実施者： 5名
・優良な実習実施者：10名

・技能実習責任者 ・技能実習指導員
※介護福祉士資格取得者又は、同等以上の専門知識及
び技術を有するもの（看護師等）

※実習生5名につき1名以上
・生活指導員
※兼任可（ただし、それぞれの講習の受講が必要）

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

任意

日本人等（※）の常勤の介護職員の総数以下
※1年目から3年目までの育成就労外国人の合計に対する
上限となる。
※やむを得ない事情により転籍した者、3年を超えて育成
就労を延長している者等は人数枠の規制に含まない。
※常勤職員数には特定技能など他の在留資格の外国人を
含む

※事業所が開設後3年以上経過条件
・育成就労責任者
⇒育成就労に関する職員を監督する立場の常勤職員
・育成就労指導員
⇒育成就労外国人が所属する事業所の常勤職員で、介
護経験5年以上の経験者
※介護福祉士資格取得者又は、同等以上の専門知識
及び技術を有するもの（看護師等）

※育成就労外国人5名につき1名以上
・生活相談員
⇒育成就労外国人が所属する事業所の常勤職員
※3者過去3年以内に養成講習の修了者

特定技能1号
「介護」

任意
※介護福祉士の国家資格を取得すれば、
在留資格「介護」に変更可能

日本人等（※）の常勤の介護職員の総数以下
（※次の外国人材を含む。）
・介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
・在留資格「介護」 ・永住者や日本人配偶者等

・支援責任者（1名以上）
・支援担当者（1名以上）
※登録支援機関による代理支援可。全支援を委託する
場合は、事業所での担当者は必須ではない。※兼任可

在留資格
「介護」

介護福祉士国家資格取得が条件
（※）令和8年度までの介護福祉士養成校卒業者は
卒業後5年間、介護業務に従事するか国家試験に合
格すれば介護福祉士の資格を継続可。

規定なし 制限なし
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配置基準 従事できるサービスの種類 訪問系サービス

EPA

一定の要件をもとに雇用してすぐ配置基準
に含められる。（※2024年4月1日より）

・受入施設が、候補者の日本語能力及び指導の実施状
況並びに施設の管理者、研修責任者等の意見等を勘案
し、配置基準として職員等とみなすこととした候補者

以下、介護保険法に規定されるもののみ掲載
介護保険３施設、認知症グループホーム、特定施
設、 通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショート
ステイ

介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満
たした事業所の訪問系サービス可能。
※EPA介護福祉士候補者の訪問系サービスへの従事に
ついては現在調整中。

技能実習
「介護」

一定の要件をもとに雇用してすぐ配置基準
に含められる。（※2024年4月1日より）

・受入事業所が、実習生の日本語能力及び指導の実施
状況並びに事業所の管理者、実習責任者等の意見等を
勘案し、配置基準として職員等とみなすこととした実
習生

適切に入浴・食事・排泄等の身体介護等の技能の
習得等ができるよう審査基準の必須業務を確実に
実施する必要がある。
※受入可能な事業所について規定あり

初任者研修等修了及び原則1年以上の実務
経験を有する特定技能外国人が、一定条件
を満たした事業所の訪問系サービスへの従
事可能。
（※2025年4月1日より）

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

介護固有の条件

※身体介護等
（利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せ
つの介助等）のほか、これに付随する支援業務
（レクリエーションの実施、機能訓練の補助）。
※受入可能な事業所について規定あり

初任者研修等修了及び原則1年以上の実務
経験を有する特定技能外国人が、一定条件
を満たした事業所の訪問系サービスへの従
事可能。

特定技能1号
「介護」

雇用してすぐに、配置基準に含められる

※身体介護等
（利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せ
つの介助等）のほか、これに付随する支援業務
（レクリエーションの実施、機能訓練の補助）。
※受入可能な事業所について規定あり

初任者研修等修了及び原則1年以上の実務
経験を有する特定技能外国人が、一定条件
を満たした事業所の訪問系サービスへの従
事可能。
（※2025年4月21日より）

在留資格
「介護」

雇用してすぐに、配置基準に含められる 制限なし 可能
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夜勤の可否 処遇 家族の帯同

EPA

・国家資格取得前：可能
※但し、配置基準を満たしていなければ、満たして
いる職員を配置しなけばならない。

・国家資格取得後：可能

日本人と同等額以上
国家資格取得前：不可

国家資格取得後：可能

技能実習
「介護」

条件付きで可能
※実習生以外の介護職員を同時に配置することが求め
られるほか、業界ガイドラインで技能実習生以外の介
護職員と実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、
夜勤業務等を行うのは２年目以降に限定する等の努力
義務を業界ガイドラインに規定

日本人と同等額以上 不可

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

条件付きで可能
※育成就労計画に基づき、利用者の安全の確保等のた
めに必要な措置を育成就労実施者が講じる必要がある。

日本人と同等額以上 不可

特定技能1号
「介護」

可能
※介護業務未経験者の場合、入職後一定期間は単独で
の夜勤不可。

日本人と同等額以上 不可

在留資格
「介護」

可能 日本人と同等額以上 可能
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同一法人内の異動の可否 介護種別での転職の可否

EPA
・国家資格取得前：原則不可 

・国家資格取得後：可能

・国家資格取得前：原則不可
※転職には施設の閉鎖等の「やむを得ない事情」が必要

・国家資格取得後：可能

技能実習
「介護」

可能
※ただし、技能実習計画上、技能等を修得するのに、その異動が必要と認められた
場合に限る

原則不可
ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、２号から３号への移行時
は転籍可能

育成就労
（検討中）

現時点の公開されてい
る情報をもとに掲載

条件付きで可能（本人意向による転籍）
〇転籍制限期間２年（但し、1年を超える転籍制限期間を設定する育成就労実施者は、『介護職員等処遇改善加算の取得等の満たすことに加え、育成就労外
国人ごとに育成就労キャリア支援プランを作成する必要がある。』）
〇育成就労外国人の要件として、『介護育成就労評価試験（初級）』と『「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上』の水準と認められるもの。
〇転籍先の要件として、『優良（技能・日本語能力の育成の実績等に照らして優良）』であること。
〇転籍者の受入れの割合として、①と②の両方を満たすこと。
①本人意向の転籍者の総数が育成就労外国人の総数（転籍後）の3分の1を超えないこと。（例：総数が6名の場合は転籍者は2名）
②育成就労実施者の住所が指定区域外（大都市圏等）である場合は、指定区域内（地方）からの本人意向の転籍者の総数が育成就労外国人の総数（転籍

後）の６分の1を超えないこと。（転籍者を含めて受入れ数が6名未満の小規模な機関は1名まで）（例：総数が12名の場合は転籍者は2名）
※地方の優良な受入れ機関や優良な監理支援機関の支援を受けているなど人数枠拡大や地方の受入れ機関が転籍者を受けれる割合の総数の緩和の配慮有

〇初期費用負担について、育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める額に、転籍元での就労期間に応じ
た按分率をかけた金額を転籍元の育成就労実施者に支払うこととしていること。

特定技能1号
「介護」

可能 可能

在留資格
「介護」

可能 可能
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特定技能制度における「通算在留期間」について
在留資格「特定技能１号」については、通算在留期間が原則５年以内でなければなりません。
「特定技能１号」の通算在留期間には、「特定技能１号」で在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国
期間（みなし再入国許可による出国期間も含む。）のほか、「特定技能１号」への移行を希望する場合の在留資格
「特定活動」の在留期間についても含まれます。

ただし、再入国許可により出国（みなし再入国許可による出国を含む。）したものの、やむを得ない事情により再入
国することができなかった期間、産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休業期間については、通算在
留期間には含まれません。

本取扱いを希望する場合は５年の通算在留期間が満了する前（概ね３か月前）に、各疎明資料を添付した上で、当該
期間に応じた在留諸申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があ
るときに限り、許可がされます。

出入国管理管理庁HPより
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介護福祉士国家試験のパート合格（合格パートの受験免除）による介護分野で 「特定技能１号」の在留
資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について

〇当該運用の対象となるために必要な手続き

介護分野で本邦に在留する１号特定技能外国人で、５年の通算在留期間に達する前の最終年度に国家試験を全パート
受験しており、かつ、その翌年度の国家試験合格に向けた学習意欲があり学習の振り返りができている者のう ち、５
年の通算在留期間に達する前の最終年度の国家試験において、「１パート以上合格している者」および「総得点に対
する合格基準点の８割以上の得点がある者」

〇５年の通算在留期間経過後の在留継続期間中の事項

５年の通算在留期間経過後の在留継続期間中に、以下の（ⅰ）～（ⅲ）のい ずれも誓約していること。
（ⅰ）国家試験の合格に向けて精励し、かつ、国家試験を受験すること 
（ⅱ）国家試験に合格した場合、速やかに在留資格「介護」の在留資格変更許可申請を行うこと 
（ⅲ）国家試験に合格できなかった場合、速やかに帰国すること 

〇特定技能所属機関が実施する事項

（ⅰ）特定技能所属機関が、対象者を引き続き雇用する意思があること。
（ⅱ）対象者を受け入れている特定技能所属機関においては、支援責任者による学習計画を作成すること
（ⅲ）学習計画は、対象者の５年の通算在留期間に達する前の最終年度の国家試験受験時点におけるこれまでの学習

の評価を踏まえ、特定技能所属機関の実情に応じて、自己学習環境の整備や地域の講座・研修機会の活用等を
検討し、学習計画にて個々の学習の習熟度を踏まえ対象者ごとに作成するこ と。
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介護福祉士国家試験のパート合格（合格パートの受験免除）による介護分野で 「特定技能１号」の在留
資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について

〇厚生労働省による文書等の確認に関する必要な手続き

条件を満たす者

・１パート以上合格している者

・総得点に対する合格基準点の８割

以上の得点がある者

（ア）通算在留期間の延長に係

る確認依頼書

（イ）受験した年の「国家試験

結果等について」写し

（ウ）在留カード写し

（エ）学習計画書

厚生労働省による確認の結

果「結果確認通知書」を受

理し、入管庁へ他の必要書

類と合わせて在留資格更新

申請を行う。

厚生労働省HPより
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外国人介護人材の受入れの制度間移動
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外国人介護職員の受入れに向けた第1歩

国際厚生事業団

＜EPA受入れ事業＞
外国人技能実習機構

＜監理団体検索＞

出入国在留管理庁

＜登録支援機関名簿＞

日本介護福祉士

養成施設協会

＜施設・会員紹介＞

【EPA制度】 国際厚生事業団へ求人申請を行う。
【技能実習制度】 監理団体を選定し受入れ申請を行う。（※監理団体型で受入れる場合）

【特定技能制度】 登録支援機関等を選定し人材紹介等を受ける。（※登録支援機関を通じて受入れる場合）

【在留資格「介護」】養成校の進学課等に連絡（※養成施設ルートの場合）・ハローワーク等への求人申請
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育成就労制度の概要

令和６年６月２１日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
の一部を改正する法律」が公布された。

それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・
確保を目的 とする育成就労制度が創設される。

（特定技能制度及び育成就労制度に係る基本方針及び分野別運用方針の案について有識者の意見を聴取することを目的として、
令和6年12月17日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の下、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分
野別運用方針に関する有識者会議の開催が決定され、令和7年12月23日まで全16回にわたり開催された。

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が、令和5年11月24日まで全16回にわたり開催され、最終報告
が取りまとめられました。なお、令和5年5月11日に関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に中間報告書が提出（第7回までに
取りまとめられた内容）され、令和5年11月30日に最終報告書が関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出された。

在り方に関する
有識者会議内容

政府の対応について 分野別運用方針に
関する有識者会議

育成就労関係省令等
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２．外国人介護人材受入れにあたっての留意点



● 受入れ制度の目的や仕組み

● 受入れる国の文化・宗教習慣、など

24

（１）受入れ前の日本人職員等の理解が不可欠

1．職員・患者（利用者）の事前理解が不可欠なこと

● 学習、生活、仕事面での施設内での役割分担や支援方法

● 国家資格取得のための研修体制や時間等の確保方法

● 一時帰国のための長期休暇への対応方法、など

2．職員等と事前に決めると良いこと



● 登録支援機関や紹介会社に任せきりは良くない。

● すでに在留している外国人は様々な在留経緯がある。

25

（２）入職までの経緯をしっかりと確認する

1．いつ日本に入国をして、今まで何をしていたのか。

● 母国の緊急連絡先は、法人・施設でもしっかりと把握する。

● 日本に親戚が在留しているのか。仲の良い知人の連絡先を確認する。

● 日本での住まいを把握する。

2．緊急時の体制を確認しておく



● 外国人職員は、求人申請時の求人情報や研修計画書等を見て、
就労を希望する施設を選び、応募（来日）している。正確な内容を記載し、 
採用後は記載どおり実施することが必要。

● 入職後に業務のミスマッチがないように仕事内容はしっかり説明が必要。

26

（３）契約内容・処遇の話し合いは丁寧に

1． 契約内容・処遇の説明及び履行

● 施設全体の就業規則の変更等により、何らかの労働条件の変更がある場合
などは、外国人材は日本語の理解や習慣が異なるため、丁寧に説明し、書
面等で変更内容を提示することが望ましいです。

※外国人材は、説明がわからなくても頷いてしまうケースがある。

2．変更等が生じた場合は、書面等で説明
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（４）住環境の配慮は慎重に

EPA介護福祉士候補者の居住環境の状況(看護･介護)
一人暮らし 52.0%
シェアハウス(候補者･合格者が同じ住居に入居、寝室は個別) 44.8%
ルームシェア(候補者･合格者が同じ住居に入居、寝室も共同) 3.2%

※出典：2020年度JICWELS巡回訪問調査

◼ 外国人材のプライバシーの確保が難しい住環境（受入れ施設の宿直。部屋、空き部屋など）は避け、
外国人材の宗教、文化、習慣、プライバシーに配慮した適切な住居の確保をお願いします

◼ 住居のルール（部屋の使い方、公共料金の負担方法、分別ごみの捨て方等）については、受入れ前
に外国人材へ十分な説明が必要です。

◼ 同じ国籍、同性でも生活習慣上の相性があります。

◼ 受入れ当初は、本人の負担額が節約できるためシェアハウスを希望する外国人材が多いです。

◼ 自転車が初めての外国人材も多いので、交通ルールの説明が必要です。



◼利用者さんとの写真や個人情報の掲載
◼地下銀行
◼名義貸し（携帯電話や口座）
◼荷物受取バイト

28

（５）外国人職員間での活発な情報交換への対応

ソーシャルネットワークサービス（SNS）等で、他の外国人材の就労場所の給与額、住環境、
研修体制等の情報を知った外国人材が、自分の施設について意見・提案をしてくることがある。

◼ 労働条件、住環境、研修体制等は、各施設が独自に決めており、さまざまであることを十分
に説明しましょう。

SNS等を通じて巻き込まれやすい犯罪

事前のオリエンテーションに加えて、
定期的な面談などから注意喚起をし
ていく。
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（６）やさしい日本語で話すように心がける

【はさみの法則】
・はっきり言う。 ⇒ 一言ずつはっきりと話します。
・さいごまで言う。⇒ 文の最後まで話します。
・みじかく言う。 ⇒ 一文ずつ話します。

【例】「終わったら、山田さん、お願いね」

田中さんの食事介護（介助）は、終わりましたか？
次は、山田さんの食事介護（介助）をしてください。
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（７）日頃から意識すること

「言った・言ってない、聞いた・聞いてない、見た・見ていない」を防ぐため

外国人介護職員と施設担当者との意見が異なる場合がある。
『中立な立場』で、『伝え方』に注意して対応することが重要！

※外国人職員１名につき１ファイルで保管

※外国人職員本人にも入社時にファイルを渡し、
自身で保管をさせるように指導をする。

※紙での保管ではなくPCでPDFとして保管するのも効率的



31

３．参考情報
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外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる関係資料等

外国人介護人材の訪問系
サービスへの従事について

（厚生労働省HP）

特定技能外国人の訪問系
サービスへの従事について

（特定技能協議会）

介護技能実習 
訪問系サービス

（巡回訪問等実施機関）
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介護分野における特定技能受入れ事例集

• 公益社団法人 国際厚生事業団（JICWELS）では、「介護分野における特定技能協議会」に加入している

受入れ法人の協力を得て、受入れ事例インタビュー動画を作成しました。

雇用契約や、支援内容、受け入れた効果等を５～10分程度の動画と記事でまとめています。

神奈川県
認知症病院のケース

青森県
特別養護老人ホームの
ケース

福岡県
特別養護老人ホームの
ケース

兵庫県
特別養護老人ホームの
ケース

滋賀県
特別養護老人ホームの
ケース

宮崎県
グループホームのケー
ス

兵庫県
特別養護老人ホームの
ケース

京都府
特別養護老人ホームの
ケース

茨城県
小規模多機能型居宅
介護サービス

福岡県
障害者支援施設の
ケース

徳島県
特別養護老人ホーム
のケース

愛知県
グループホーム（共同
生活援助）のケース
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介護福祉士国家試験にける優遇処置について

介護福祉士国家試験において「外国国籍を有する・または日本に帰化した人」
については、受験申込時に申請をすると下記の配慮があります。

①介護福祉士国家試験の試験時間が通常の1.5倍
（通常の試験時間：午前問題100分/午後問題120分）

②通常の問題用紙に加え、すべての漢字にふりがな付記された問題用紙を配布

③英語を原語とする一部のカタカナ語に英語を併記

介護福祉士国家試験におけるパート合格（合格パートの受験免除） の導入について

導入について通知文
厚生労働省HPより

参考資料
厚生労働省HPより

導入についてQA
厚生労働省HPより

パート合格について
試験センターHPより

参照：厚生労働省ホームページ
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介護現場で働く外国人のための相談窓口

平日のみ
9:15～17:30
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介護分野における特定技能制度説明動画
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介護事業者向けガイドブック・無料学習テキストのご案内

◆介護事業者等向けガイドブック

・【制度共通】外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック
・専門性を活かして在留資格「介護」で働く外国人介護職員活躍のためのガイドブック
・外国人介護人材のキャリア形成支援のためのガイドブック
・特定技能外国人の受入れに必要な支援に関するガイドブック など

◆ 介護分野で働く外国人の方のための学習用コンテンツ・テキスト

・「にほんごをまなぼう」
・介護の特定技能評価試験学習用テキスト
・外国人のための介護福祉専門用語集
・外国人のための介護福祉士国家試験一問一答
・「介護の日本語」テキスト

介護事業者向けガイドブック・
無料テキストは、厚生労働省
「外国人介護人材の受入れについて」
のページからご覧いただけます

＼Check!／
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在留資格「介護」

専門性を活かして在留資格「介護」で働く、
外国人介護職員活躍事例集

出典：厚生労働省ホームページより

介護福祉士国家資格取得に向けた
・留学生指導についてのガイドライン（改訂版）
・留学生のための学習ハンドブック

出典：介養協ホームページより
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情報配信ツール

【ホームページ】 【facebookページ】 【YouTubeアカウント】 【Instagramアカウント】 【LINEアカウント】
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